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区長決定
(新)利害関係者等との接触に関する指針

　この指針は、足立区職員倫理規程（平成１７年足立区訓令甲第３１号。以下「倫理規程」という。）第８条に基づき、利害関係者等との接触その他の職務遂行の公正さに対する区民の信頼を損なうおそれのある行為の防止に関し、職員（倫理規程第３条第１号に規定する職員をいう。以下同じ。）が具体的な行動を判断する際の指針として定めたものである。
　職員は、区民全体の奉仕者であって、区民の一部に対する奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務執行を図らなければならず、いやしくもその職務や地位を私的な利益のために用いてはならないことは言うまでもないことである。
利害関係者等との間で生じうる個々の行為については、職務上の必要性を十分に確認した上で、当該行為が区民の信頼を損なうおそれがないかという点を常に意識して対応することが必要である。

１　利害関係者の定義
（１）　この指針において、「利害関係者」とは、当該職員が職務として携わる次に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各規定に定める者をいう。
ア　許認可等（行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第３号に規定する許認可等及び足立区行政手続条例（平成７年足立区条例第２１号）第２条第３号に規定する許認可等をいう。）をする事務　当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等（倫理規程第３条第１項第３号に規定する事業者等をいう。以下同じ。）及び当該許認可等の申請を行い、又は行おうとしていることが明らかである事業者等又は個人（倫理規程第３条第１項第３号に規定する事業を行う個人を除く。以下「特定個人」という。）
イ　補助金等（足立区補助金等交付事務規則（昭和５０年規則第６号）第２条第１号に規定する補助金等をいい、指定管理料を含むものとする。）を交付する事務　当該補助金等の交付を受けた事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請を行い、又は行おうとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
ウ　立入検査、監査又は監察（法令又は条例の規定に基づき行われるものに限る。以下このウにおいて「検査等」という。）をする事務　当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
エ　税等（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により定められる特別区税又はその例により賦課又は徴収する公課又はその他の徴収金（法令又は条例の規定に基づき行われるものに限る。））の賦課又は徴収（以下このエにおいて「賦課等」という。）をする事務　当該賦課等の対象となっている事業者等又は特定個人
オ　不利益処分（行政手続法第２条第４号に規定する不利益処分及び足立区行政手続条例第２条第４号に規定する不利益処分をいう。）をする事務　当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
カ　行政指導（行政手続法第２条第６号に規定する行政指導及び足立区行政手続条例第２条第６号に規定する行政指導をいう。）をする事務　当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
キ　契約（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項に規定する契約をいう。）に関する事務　当該契約を締結している事業者等又は当該契約の申込みを行い、若しくは行おうとしていることが明らかである事業者等
ク　入札等（地方自治法第２３４条第１項に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りをいう。）に関する事務　区の入札等に参加するために必要な資格を有する事業者等、区の入札等に参加する申請をしている事業者等及び区の入札等に参加する申請をしようとしていることが明らかである事業者等
（２）　前号の規定にかかわらず、当該事業者等又は特定個人は、次に掲げる場合については、当該職員の利害関係者とみなす。
ア　当該職員が異動した際、異動前の職務に係る当該職員の利害関係者であった事業者等又は特定個人が、異動後引き続き当該職務に係る他の職員の利害関係者であり、かつ、当該職員が異動した日から起算して３年以内である場合（ただし、当該職員の利害関係者であった事業者等又は特定個人が次項の表に定める地域活動団体である場合は除く。）
　　イ　当該職員の利害関係者でない事業者等又は特定個人が、当該職員を利用して他の職員への影響力を行使させ、自己の利益を図るために当該職員と接触していることが明らかな場合
２　利害関係者との接触についての原則（禁止行為）
（１）　職員は、利害関係者との間で、職務執行の公正さに対する区民の信頼を損ねるおそれのあるものとして、次に掲げる行為（家族、友人等の個人的関係に基づく私生活面における行為で職務に関係のない行為を除く。）をしてはならない。ただし、第５項により上司の承認を得た場合はこの限りでない。
ア　会食（パーティーを含む。）を共にすること。
イ　遊技（演劇等の鑑賞、麻雀等を含む。）、スポーツ（ゴルフ等を含む。）又は旅行（公務のための出張を除く。）を共にすること。
ウ　金銭（小切手、商品券等を含む。）、物品（中元、歳暮、年賀、せん別、祝儀、香典その他これらに類するものを含む。）及び不動産の贈与を受けること。
エ　金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子又は利率が著しく低いものに限る。）を受けること。
オ　無償で物品又は不動産の貸付けを受けること（利害関係者の負担による場合を含む。）。ただし、職務上の必要からやむを得ず利害関係者の所有する物品を借用し、又は利用する場合（筆記用具を借りる、コピー機を利用する等）を除く。
カ　無償で役務の提供を受けること（利害関係者の負担による場合を含む。）。ただし、出張の際に用務地の事情や職務上の必要性からやむを得ず利害関係者の提供する自動車を利用する場合を除く（その場合、帰庁後に必ず上司に報告するとともに、必要な場合は旅費精算等を行うこと。）。
キ　未公開株式を譲り受けること。
ク　供応接待（酒や食事を提供する又は旅行、演劇鑑賞への招待等など、他人をもてなすことを目的とする行為全般をいう。以下同じ。）を受けること。
ケ　その他一切の利益や便益の供与を受けること。ただし、社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。
コ　利害関係者をして、第三者に対し、アからケまでに掲げる行為をさせること。
（２）　前号の規定にかかわらず、当該利害関係者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合において、当該利害関係者との間で行う同表の右欄に掲げる行為については、禁止行為に該当しないものとする。
	地域活動団体（主として区内の一定の地域を基礎として当該地域の区民が主体的に行う町会・自治会活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動、防災・防犯活動その他良好な地域社会の維持及び形成に資する活動を行う団体で、各部長が協議書（様式１）により総務部長に協議し、承認書（様式１の２）による承認を経て指定するものをいう。）及び当該団体の業務に従事する者
	①　職務として出席する行事、式典、会議、打合せ等（職務に関連して出席するものを含む。）において、他の出席者と同様の弁当その他の簡素な飲食物等の提供を受けること。
②　自己の飲食に相当する費用を負担して、職務として出席する行事、式典、会議、打ち合わせ等（職務に関連して出席するものを含む。）に併せて会食（パーティーを含む。）を共にすること。ただし、自己の飲食に相当する費用が１０，０００円以下の場合に限る。この場合において、自己の飲食に相当する費用が１０，０００円を超えるときは、様式２により承認を申請すること。


３　職員（前項コに掲げる行為にあっては、同項コの第三者をいう。）が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
４　上司の承認を得ることができる場合（第２項（禁止行為）の例外）
職員が上司の承認を得ることができる場合は、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、職務執行の公正さに対する区民の信頼を損ねるおそれがないと次項の手続により上司が判断した場合に限る。
（１）　会食（パーティーを含む。）を共にする場合で、次に掲げるものに該当するとき。
ア　職務上の必要性が認められ、かつ、正当な対価を支払う場合
イ　職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から簡素な飲食物等の提供を受ける場合。
ウ　利害関係者が主催する公式的な行事に職務として出席する場合で社会通念上許される範囲の飲食が出される場合
　（２）　遊技（演劇等の鑑賞、麻雀等を含む。）、スポーツ（ゴルフ等を含む。）又は旅行を共にする場合で、職務上の必要性が認められ、かつ、正当な対価を支払うとき。
（３）　物品を受領する場合で、次に掲げるものに該当するとき。
ア　広く配布される宣伝広告用の物品で、社会通念上許される範囲の物品（カレンダー、手帳、ボールペン等）である場合
イ　職務上の必要性又は職務への関連が認められるイベント等の招待券等（課として使用者等を決定するものに限る。）である場合
ウ　利害関係者が主催する公式的な行事に職務として出席する場合で参加者に配布される記念品（社会通念上許される範囲のものに限る。）である場合
５　上司の承認を得る手続
職員は、前項各号で定める上司の承認を得ることができる場合に該当するときには、事前に承認申請書（様式２）を提出（会食その他で複数の職員が参加する場合には、参加する職員の氏名を記すとともに当該職員の中で職位が最上位の者が申請するものとする。）することにより上司の承認を得るものとする（やむを得ない事情により、事前に上司の承認を得られなかった場合には、事後、速やかに上司の承認を得るものとする。）。この場合において、承認に関する上司の判断に際しては、時期（契約等の更新が検討される時期など）等に留意するとともに、承認した際には、当該職員に対して本指針前文及び地方公務員法上の守秘義務等に反することのないよう、改めて注意を喚起しなければならない。
６　利害関係者以外の者との接触
職員は、利害関係者に該当しない者との間であっても、その者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与（第２項に定める金銭、物品その他一切の利益や便益の供与等をいう。以下同じ。）を受けてはならない。
また、職員は、国、独立行政法人その他の政府機関又は他の地方公共団体（利害関係者に該当しない場合に限る。）の職員と接触する場合においても、区民の疑惑や不信を招く行為を行ってはならない。
７　利害関係者等からの禁止行為に係る働きかけ等があった場合の対応
（１）　供応接待又は財産上の利益の供与の申出があった場合（第４項のいずれかに該当するものとして第５項による上司の承認を得た場合を除く。）
ア　職員は、明確に拒否するとともに、届出書（様式３）により直ちに上司に届け出る。
イ　上司又は当該上司を監督する上司は、当該利害関係者等に対して、再びこのようなことがないように厳重に申し入れる。
ウ　禁止行為が既に行われていた場合には、上司は、届出書（様式３）の備考欄に返還等事案に対する対応等を記載の上、直ちに当該届出書の写しを当該上司を監督する上司及び人事課（調査担当）に提出する。なお、この取扱いは第５項の事後、上司の承認を得られなかった場合に準用する。この場合において、「届出書（様式３）」は「申請書（様式２）」と読み替えるものとする。
（２）　職員の自宅等に金銭、物品等（以下「贈答品等」という。）が持参又は送達された場合
ア　職員は、直ちに上司に贈答品等を持参した上で届出書（様式３）により届け出る。
イ　上司及び当該上司を監督する上司は、当該利害関係者等の状況等に応じて、送付文（文例１）又は警告文（文例２）を発送するなどして当該贈答品等の引き取りを依頼し、又は指示する。
ウ　上司は、届出書（様式３）の備考欄に返却等の措置の経過を記載の上、当該届出書の写しを当該上司を監督する上司及び人事課（調査担当）に提出する。
８　業務遂行上における利害関係者との接触に関する職員の遵守事項
（１）　職員の遵守事項
ア　職員は、職務上利害関係者と接触する場合には、公務員としての自覚を持って接することとし、原則として、複数の職員で対応すること。
イ　職員は、やむを得ず単独で職務上利害関係者と接触（相談を含む。）する場合には、必ず上司に事前及び事後の報告をすること。また、その際に利害関係者から職務上の要望、意見等を受けたときは、速やかにその内容を上司に報告し、指示を受けること。
ウ　職員は、利害関係者等からさぐり行為（予定価格や最低制限価格などの厳格管理情報を職員等から聞き出そうとするなどの行為）を受けた場合、直ちに断るとともに、届出書（様式３）により速やかにその内容を上司に報告すること。
（２）　上司等の遵守事項
ア　職員の上司及び当該上司を監督する上司は、職員と利害関係者との接触について、日頃から状況の把握に努めるとともに、職員が報告・相談しやすい職場づくりに取り組むこと。
イ　職員の上司及び当該上司を監督する上司は、職員から利害関係者との接触等について、報告又は相談等を受けた場合には、当該利害関係者又は当該利害関係者の所属する法人等に厳重注意をする等の適切な対応をするとともに、その経過を届出書（様式３）の備考欄に付記すること。
ウ　職員の上司及び当該上司を監督する上司は、利害関係者がみだりに執務室内に立ち入らないよう徹底するとともに、職員と利害関係者が、公開で打ち合わせることのできる場所を確保するなど、職場環境の整備に努めること。
（３）　違反行為等に関する報告
　ア　職員は、他の職員が本指針に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、当該職員は、その事実を人事課（調査担当）に報告しなければならない。
イ　職員は、他の職員が本指針に違反する行為を行った疑いがあると思料する事実を報告したことを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
９　区長、副区長及び教育長の倫理原則及び行動規準
　（１）　区長、副区長及び教育長（以下「区長等」という。）は、区民全体の奉仕者として公正な職務執行を図らなければならず、常に公私の別を明らかにし、職務に関して廉潔性を保持しなければならない。
（２）　区長等は、利害関係者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈与や便益を受けること等であって区民の疑惑を招くような行為をしてはならない。
１０　違反行為に対する処分等
　　職員がこの指針に反する行為を行ったと認められる場合は、倫理規程及び足立区職員の懲戒処分に関する指針に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条第１項の規定に基づく懲戒処分をし、又は人事管理上必要な措置を講ずる。
１１　その他
（１）　この指針の具体的な適用等に関して疑義等がある場合は、人事課（倫理相談員又は補助者）に相談するものとし、人事課は必要な指導及び助言を行うものとする。
　　　付　則（総務部長決定）
　この指針は、平成１２年４月１日から施行する。
　　　付　則
　この指針は、平成１８年４月１日から施行する。
　　　付　則（２足総人発第５１６１号　令和３年３月３１日　区長決定）
この指針は、令和３年４月１日から施行する。

様式１（第２項関係）
地域活動団体の指定に関する協議書
年　　月　　日
総務部長
部長職名　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　

利害関係者等との接触に関する指針第２項第２号の表の規定に基づき、以下の事業者等を地域活動団体として指定するよう協議します。
	１
	利害関係の類型
	　　　（第１項第１号アからクの規定を記入）

	２
	利害関係の根拠となる規程（要綱等）及び条項
	

	３
	団体名称・代表者氏名
	

	４
	所在地
	

	５
	団体業務従事者概数
	

	６
	団体の活動内容
	

	７
	地域活動団体に指定しようとする理由
	

	８
	対象となる職務に従事する職員の職名
	

	９
	備　　考
	


協議決裁欄
	
	担当者
	係長
	課長
	部長

	印
	
	
	
	


※所属長が第２項第２号の表中に規定する地域活動団体として指定しようとする場合には、あらかじめ、各部の部長の決裁後に協議申請のために人事課（調査担当）に本協議書を提出すること。
※決裁後、本協議書の写しを人事課（調査担当）に提出し、原本は、協議者の所属で保管すること。

様式１の２（第２項関係）
地域活動団体の指定に関する承認書
年　　月　　日
●●部長
総務部長　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　

利害関係者等との接触に関する指針第２項第２号の表の規定に基づき、以下の事業者等を地域活動団体として指定することを承認します。
	１
	利害関係の類型
	　　　（第１項第１号アからクの規定を記入）

	２
	利害関係の根拠となる規程（要綱等）及び条項
	

	３
	団体名称・代表者氏名
	

	４
	所在地
	

	５
	団体業務従事者概数
	

	６
	団体の活動内容
	

	７
	地域活動団体に指定しようとする理由
	

	８
	対象となる職務に従事する職員の職名
	

	９
	備　　考
	


承認欄
	
	担当者
	係長
	課長
	部長

	印
	
	
	
	


※承認を受けた地域活動団体としての存立に関わる事項や禁止行為の除外対象となっている職務に従事する職員が所属する組織に変更等があった場合には、再度協議書を提出の上、承認を受けなければならない。

様式２（第５項関係）
利害関係者との接触に関する承認申請書
年　　月　　日
申請者の上司
所　属　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　
利害関係者等との接触に関する指針第５項に基づき、承認を申請します。
	１
	承認申請内容
	

	２
	利害関係の類型
	　　　　　　（第１項第１号アからクまでの規定を記入）

	３
	利害関係の根拠となる規程（要綱・契約等）
	

	４
	禁止行為の例外の類型
	　　　　（第４項第１号アから第３号ウまでの規定を記入）

	５
	日　　　時
	年　　月　　日（　）
午前・午後　　時　　分～午前・午後　　時　　分

	６
	場　　　所
	

	７
	相　手　方
	・団体名・代表者名
・参加人数その他

	８
	区側参加者
	

	９
	接触の理由・必要性
	

	10
	費　　　用
	

	11
	備　　　考
	

	12
	その他
（不承認の理由等）
	


※参加依頼文等がある場合には、添付してください。
承認欄（不承認の場合はその旨を付記の上押印すること）
	
	承認申請者
	係長
	課長
	部長
	副区長

	印
	
	
	
	
	


※係員・主任は係長審査を経て課長決裁、係長級は課長決裁、課長級は部長決裁、部長級は副区長決裁を得るものとする。
※やむを得ない事情により、事前に上司の承認を得られなかった場合には、事後、速やかに上司に報告し、本申請書を提出しなければならない（備考欄に事後申請の理由記入を要す）。
※決裁後、本申請書は承認申請者に返送の上、承認申請者の所属で保存すること。なお、事後に上司が承認できなかった場合は、その他欄に承認できない理由及び返却等の措置の経過を記載の上、本申請書の写しを決裁権者の上司及び人事課（調査担当）に提出すること。

様式３（第７項、第８項関係）
届　出　書
年　　月　　日
所　属　長
所　属　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　
利害関係者等との接触に関する指針第７項第１号若しくは第２号又は第８項に基づき、届け出ます。
	１
	内　　容
	

	２
	禁止行為の類型
	　　　　　（第２項第１号アからコまでの規定を記入（さぐり行為は記入不要））

	３
	日　　時
	年　　　月　　日（　　）
午前・午後　　　時　　　分～午前・午後　　　時　　　分

	４
	場　　所
	

	５
	相手方
	・団体名
・代表者名
・相手の氏名

	６
	禁止行為（申出又は贈答品等）等の具体的内容
	

	７
	禁止行為（申出又は贈答品等）等の具体的経緯と対応
	

	８
	備考
	



承認欄
	
	届出者
	係長
	課長
	部長
	副区長

	印
	
	
	
	
	


※係員・主任は係長審査を経て課長決裁、係長級は課長決裁、課長級は部長決裁、部長級は副区長決裁を得るものとする。
※決裁後、本届出書の写しを上司を監督する上司及び人事課（調査担当）に提出し、原本は届け出者の所属で保存すること。

 （文例１）
送　付　文
相手方　氏名　　　　　　　

　日頃より足立区政に対しましてご理解、ご協力をいただき、深く感謝いたしております。
　さて、足立区では、公務の適正な執行及び適正な行政運営の確保のために、虚礼・贈答等の廃止につきましては、かねてから各位にご理解とご協力を願い、一切ご遠慮申し上げておりますとともに、職員に対しても受領等することがないよう周知徹底を図っております。
　つきましては、お忙しいところ大変お手数をおかけいたしますが、さる　　月　　日に（〇〇部◇◇課△△係）の（氏名）に送付されました（品名）につきましては、　　月　　日までに〇〇部△△課◇◇係までお引き取りに来られますようお願い申し上げます。

　　　年　　月　　日　　　　
　　　　　　　　足立区長　近藤　やよい　
担当　　〇〇部△△課◇◇係　　　　　　
連絡先電話番号　　（　　　　）　　　　　

（文例２）
警　告　文
相手方　氏名　　　　　　　

　日頃より足立区政に対しましてご理解、ご協力をいただき、深く感謝いたしております。
　さて、足立区では、虚礼・贈答等の廃止につきましては、かねてから各位にご協力を願い、一切ご遠慮申し上げておりますとともに、職員に対しても受領等することがないよう周知徹底を図っております。
　しかしながら、さる　　月　　日に（〇〇部◇◇課△△係）の（氏名）に（品名）を送付されましたが、このような行為は、公務の適正な執行を阻害し、また区民に不信を生じさせるものでありますので、　　月　　日までに〇〇部△△課◇◇係までお引き取りに来られますようお願い申し上げます。
　今後、このような行為がありました場合には、送付者の所属する団体等の指名停止や名称等の公表などの厳重な措置を取らせていただきますので、念のため申し添えます。
　　　年　　月　　日　　　　
　　　　　　　　足立区長　近藤　やよい　
担当　　〇〇部△△課◇◇係　　　　　　
連絡先電話番号　　（　　　　）　　　　　


（文例３）
受　領　書

足立区長あて

　　　月　　日に（〇〇部◇◇課△△係）の（氏名）に送付した（品名）については、次の通り受領いたしました。

受領品名

受領年月日

　　　　　年　　　月　　　日

住　所
氏　名



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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